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本市では、市民の誰も が日常的にスポーツに親し み、スポーツを通じ た交流によっ て地域の絆を深

め、 心身と も に健康でいきいきと 暮ら せる 社会の実現を目指し 、 本市のスポーツ推進の指針と なる

「 第四次川越市スポーツ推進計画」 を策定いたし まし た。  

本計画では、スポーツが持つ力によっ て、市民の暮ら し に豊かさ や潤いが生まれるこ と を目指し 、

取組を進めていきます。  

 

「 第四次川越市スポーツ推進計画」 は、スポーツ基本法に定める地方スポーツ推進計画と し て位置

付けます。  

計画の策定にあたっ ては、「 埼玉県スポーツ推進計画」 や、 本市のまちづく り の基本的な方向性を

示し た「 第五次川越市総合計画」、 文化・ 健康・ 福祉・ 教育などの各分野の関連計画と の整合性を図

り 、 本市のまちづく り をスポーツの側面から 支えるも のと し ます。  

 

計画の期間は、 令和８ （ 2026） 年度から 令和 12（ 2030） 年度までの５ 年間と し ます。  

 

 

本計画では、市民一人ひと り が心身と も

に健康で豊かな生活を 過ごすこ と ができ

るよう 、スポーツの概念を幅広く 捉えるこ

と を基本的な考え方と し ます。  

 

 

 

 

本市は、 を将来像と し て掲げ、 市民一

人ひと り が心身と も に健康でいきいき と 暮ら せる社会の実現を目指し ていきます。  

 

  



 

 

 

 

本市の現状やスポーツ意識調査の結果、第三次計画の取組状況などを踏まえて、現状と 課題の整理

を行いまし た。  

 

市民が日常的に運動・ スポーツに取り 組み、 親し む・ 楽し むための機会を増やし 、 継続的な参加を

促す上で、 時間的な制約や動機付けの欠如が大きな課題と なり ます。  
 

⚫  

⚫  

⚫  

 

地域におけるスポーツ活動を 通じ た市民同士の交流や連携を深める上で、 総合型地域スポーツク

ラ ブやスポーツ推進委員、 地域でのスポーツ活動・ イ ベント に対する認知度が低く 、 また、 市民が積

極的な関わる意欲が乏し いこ と が課題と なり ます。  
 

⚫  

⚫  

 

市民が求める施設に関するニーズを捉え、運動・ スポーツに取り 組みやすい環境を整備し ていく こ

と が課題と なり ます。  
 

⚫  

⚫  

 

ラ イ フ ステージに応じ たスポーツ環境の充実や誰も が気軽にスポーツを 楽し むために、 本市の財

政状況も 踏まえた上で、 民間の活力を活かし たスポーツ施設の整備や充実を行っ ていく こ と が課題

と なり ます。  
 

⚫  

⚫  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

市民が運動やスポーツを身近に感じ 、 日常生活の中で楽し く 継続的に取り 組める環境を整えるこ

と を目指し ます。時間的な制約を克服できる短時間で気軽に参加でき る取組や、身近な場所でスポー

ツに取り 組める場の充実を進めます。 また、 総合型地域スポーツク ラ ブの普及啓発を図り 、市民が自

分に合っ た活動を選択でき るよう 支援し ます。 さ ら に、 プロ・ ト ッ プアスリ ート と の交流や指導機会

の創出、 全国大会・ 国際大会を目指すこ ども たちの育成支援を行い、 夢や憧れを通じ てスポーツに親

し む意欲を高めます。 こ れら を通じ て、 市民の誰も が生涯にわたり スポーツに親し み、 健康で活力あ

る生活を実現できる地域社会を形成し ます。  

また、こ れまで、こ ども たちのスポーツ活動の場と し て重要な役割を果たし てきた学校部活動につ

いても 、 現在、 変革の時期を迎えています。 こ ども たちが、 持続可能な活動ができるよう 、 部活動地

域連携・ 地域展開の取組を着実に進めていきます。  

 

市民一人ひと り が日常的に気軽にスポーツに親し み、 継続的に活動できるよう 、 多様なスポーツ大

会・ 教室を開催し 、スポーツに取り 組む契機を創出し ます。さ ら に、認知度が低い総合型地域スポーツ

ク ラ ブの活用などを推進し 、多世代・ 多種目に対応し た活動の定着と 、市民の参加促進を目指し ます。  
 

 

児童生徒が主体的に運動・ スポーツに取り 組める学校体育の充実を図り ます。 また、 少子化や教員

負担軽減に対応するため、部活動の地域連携・ 展開を進め持続可能な活動体制を構築し ます。さ ら に、

全国大会などへ出場するこ ども たちの支援やプロ・ ト ッ プアスリ ート と の交流機会を創出し 、こ ども

たちの意見を積極的に聴取するこ と で、 運動への意欲向上と 次代を担う 人材の育成を目指し ます。  
 

 

幼児期から 高齢期までラ イ フ ステージに応じ たスポーツ環境の充実を図り ます。また、運動の習慣

化と きっ かけづく り を促進し 、 市民の健康増進と スポーツ実施率向上を目指し ます。  
 

  



 

スポーツ を通じ て市民相互の交流や地域コ ミ ュ ニティ のつながり を深め、 地域の活性化を図るこ

と を目指し ます。地域のスポーツ活動や大会への参加を促進するため、情報発信の強化や広報手段の

工夫により 認知度を高め、 参加し やすい環境を整備し ます。 年齢や性別、 障害の有無、 国籍などを問

わず、 誰も がと も に楽し み、支え合える地域スポーツ活動を推進すると と も に、障害者スポーツの普

及や、 障害者や外国人の参加し やすい環境を整え、 共生社会の実現を図り ます。 さ ら に、 地域資源を

活かし たスポーツツーリ ズムの推進やプロ・ ト ッ プスポーツの観戦機会の充実を通じ て、地域の魅力

を高め、 市民の誇り （ シビッ ク プラ イ ド ） を醸成し ます。 また、 スポーツ推進委員や指導者、 ボラ ン

ティ アなど、スポーツを支える人材の育成などを進めるこ と で、地域に根ざし たスポーツ活動の推進

を目指し ます。  

 

地域におけるスポーツ活動が積極的に行われるよう 支援するこ と で、運動・ スポーツをする機会を

充実さ せます。 また、 武道の継承と 普及に取り 組み、 日本の伝統文化に対する理解の促進を目指し ま

す。 さ ら に、 スポーツにアク セスし やすい環境の整備に取り 組むこ と で、 スポーツを通じ た交流の促

進を目指し ます。  
 

 

スポーツツーリ ズムを推進し 、 交流人口の拡大と 地域のにぎわい創出を目指し ます。 また、 プロ・ ト

ッ プスポーツと の連携強化など通じ て、シビッ クプライド（ 地域への誇り や愛着） を醸成すると と もに、

プロ・ ト ッ プスポーツのスポーツ観戦の機会充実を図り ます。 Ｎ Ｐ Ｏ 法人や企業など、 地域の資源を生

かし た多様な主体と 連携し 、「 スポーツコ ミ ッ ショ ン」 の設立も 視野に、 地域の活性化を推進し ます。  
 

 

地域におけるスポーツの持続的な発展には、活動への支援や人材の育成が不可欠であるため、地域

のスポーツ活動の中心であるスポーツ団体やスポーツ推進委員の活動を 活性化さ せる ための仕組み

づく り に取り 組みます。 また、 適切な知識や技術を備えたスポーツ指導者の育成を行う こ と で、 選手

などが安心し てスポーツに取り 組める環境を整備し ます。  
 

  



 

誰も が安全で快適にスポーツ を楽し める環境の整備を進め、 市民の多様なニーズに対応でき るよ

う 施設の充実を図り ます。身近で気軽に利用できる小規模なスポーツ施設の整備にも 目を向け、日常

的に運動に取り 組める環境をつく るこ と で、時間的制約などの課題を軽減し ます。既存施設の有効活

用や計画的な修繕や改修を推進し 、 学校教育や部活動地域展開に影響を 与えない範囲で積極的に学

校体育施設を開放すると と も に、民間の供給するスポーツ施設と の連携も 模索し つつ、時代の変化に

応じ た柔軟なスポーツ環境の整備を行います。 さ ら に、 ユニバーサルデザイ ン化を進めるこ と で、誰

も が安心し て利用できる施設環境の整備を検討し ます。また、民間のノ ウハウや活力を取り 入れた新

たな施設整備や運営のあり 方を検討し 、野球場などのスタ ジアム、アリ ーナと いっ た大規模施設を含

めたスポーツ施設の整備・ 再編や効率的かつ持続可能な運営体制の構築を検討し ます。こ れら の取組

により 、 市民が身近にスポーツを楽し み、 健康的で豊かな生活を送るための基盤を確立し ます。  

 

「 いつでも・ どこ でも 」 日常生活の延長で運動でき る環境を整えます。 また、 学校教育や部活動の

地域連携・ 地域展開に支障のない範囲での学校体育施設の開放や、アーバンスポーツの普及促進を通

じ 、 多様な市民ニーズに応えると と も に、 気軽にスポーツに取り 組める環境づく り を推進し ます。  
 

 

予防保全の考え方に基づく 計画的な修繕と 適切な維持管理を徹底し 、 持続可能な施設運営を 図り

ます。 また、 快適な環境でスポーツに取り 組める環境を整備すると と も に、 施設のユニバーサルデザ

イ ン化を推進するこ と で、安全・ 安心にスポーツに取り 組むこ と ができる環境づく り を目指し ます。  
 

 

既存のスポーツ 施設の計画的な整備と 活用を進めると と も に、 国の交付金などの活用や民間のノ

ウハウ・ 資源を積極的に導入し 、 効率的で持続可能な運営を行う こ と で、 施設の充実を図り ます。  
 

  



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

1 

スポーツは、 身体を動かすと いう 人間の根源的な欲求に応える活動であると と も に、 爽快感

や達成感、 他者と の連帯感をも たら し 、 人生をより 豊かで充実し たも のにする「 世界共通の人

類の文化」 です。 また、 心身の健康の維持増進はも と より 、 地域社会における交流の促進やコ

ミ ュ ニティ の活性化、 さ ら には経済波及効果など、 多面にわたる役割を果たし ており 、 市民一

人ひと り の「 Wel l -bei ng（ 幸福な状態）」 の実現に不可欠な要素と なっ ています。  

国においては「 第３ 期スポーツ基本計画」 が策定さ れ、 スポーツを「 する」「 みる」「 さ さ え

る」 に加え、「 つく る／はぐ く む」「 あつまり 、 と も に、 つながる」「 誰も がアク セスできる」 と

いっ た新たな視点が示さ れまし た。 こ れを受け、 スポーツを単なる競技と し てだけでなく 、 散

歩や日常生活での活動を含めた幅広い概念と し て捉え直し 、 年齢や性別、 障害の有無、 国籍な

どにかかわら ず、 誰も が自発的にスポーツにアク セスでき る環境を整えるこ と が求めら れてい

ます。  

本市では、 前計画である「 第三次川越市スポーツ推進計画」 に基づき 、 スポーツ施策を推進

し てきまし た。 し かし 、 計画期間中には新型コ ロナウイ ルス感染症の拡大と いう 未曾有の事態

に直面し 、 スポーツ活動の制限を余儀なく さ れるなど、 市民のスポーツラ イフ に大き な影響が

生じ まし た。 また、 少子高齢化の進行や共働き世帯の増加など社会構造が変化する中で、 特に

働き盛り 世代における「 時間のなさ 」 に起因するスポーツ実施率の低迷や、 昭和期や平成のは

じ めに整備さ れたスポーツ施設の老朽化と いっ た課題が顕在化し ています。  

こ う し た背景を踏まえ、 本市では、 市民の誰も が日常的にスポーツに親し み、 スポーツを通

じ た交流によっ て地域の絆を深め、 心身と も に健康でいき いき と 暮ら せる社会の実現を目指し 、

本市のスポーツ推進の指針と なる「 第四次川越市スポーツ推進計画」 を策定いたし まし た。  

本計画では、「 誰も が気軽にスポーツに親し み、 交流できるまち 川越」 を将来像に掲げ、 ス

ポーツが持つ力によっ て、 市民の暮ら し に豊かさ や潤いが生まれるこ と を目指し 、 取組を進め

ていきます。  

 

 

 

 

 

  



 

2 

スポーツ基本法第 10 条において、「 地方スポーツ推進計画」 は、 スポーツ基本法に示さ れた

理念の実現に向けて国が策定し た「 スポーツ基本計画」 を参酌し て、 地域の実情に即し て定め

るよう 努める旨が定めら れています。「 第四次川越市スポーツ推進計画」 は、同法に定める地方

スポーツ推進計画と し て位置付けます。  

計画の策定にあたっ ては、 埼玉県がスポーツを 推進し ていく 上で目指すべき 施策の方向性や

取組を示し た「 埼玉県スポーツ推進計画」 や、本市のまちづく り の基本的な方向性を示し た「 第

五次川越市総合計画」、 文化・ 健康・ 福祉・ 教育などの各分野の関連計画と の整合性を 図り 、 本

市のまちづく り をスポーツの側面から 支えるも のと し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の期間は、 令和８ （ 2026） 年度から 令和 12（ 2030） 年度までの５ 年間と し ます。  

  



 

3 

本計画では、 市民一人ひと り が心身と も に健康で豊かな生活を過ごすこ と ができるよう 、 ス

ポーツの概念を幅広く 捉えるこ と を基本的な考え方と し ます。 スポーツ基本法の前文では、 ス

ポーツを通じ て幸福で豊かな生活を 営むこ と は、 全ての人々の権利である こ と を示し ており 、

こ の権利を保障するために、全ての国民がその自発性の下に、各々の関心、適性などに応じ て、

安全かつ公正な環境の下で日常的にスポーツに親し み、 スポーツを楽し み、 又はスポーツを支

える活動に参画する機会を確保さ れなければなら ないと さ れています。  

スポーツと は、 必ずし も 自身で競技を行う と いう 概念に限定さ れません。 健康の維持増進の

ため行われるウォ ーキングやジョ ギング、 筋力ト レーニングなどのエク ササイ ズはも ちろ ん、

自宅から 近く のコ ンビニエンススト アに車でなく 徒歩で買い物に行く こ と 、 通勤などで歩ける

と こ ろは歩く など、 少し 生活習慣や意識を変えて取り 組む日常の身体活動も スポーツの第一歩

と 捉えます。 こ れは、 国民が生涯にわたり あら ゆる機会と 場所において、 自主的・ 自律的に適

性や健康状態に応じ てスポーツ を 行う こ と ができ るよ う にする と いう 基本理念に基づく も の

です。 日常生活に無理のない形でスポーツを組み込み、 市民の健康の維持増進に重要な役割を

果たし 、「 Wel l -bei ng（ 幸福な状態）」 につながる社会を目指し ます。  

本来、 スポーツは楽し いも のでなく てはなら ず、 その語源には「 気晴ら し をする」「 楽し む」

「 遊ぶ」 と いっ た意味が含まれていたと いう 説も あり ます。 健康づく り のウォ ーキング、 ラ ジ

オ体操、 親子で楽し む遊びなど、 何が楽し いと 感じ るかは人によっ て様々ですが、 国の第３ 期

スポーツ基本計画では、 スポーツを「 する」「 みる」「 さ さ える」 と いう 様々な形での「 自発的

な」 参画を通し て、 人々が感じ る「 楽し さ 」 や「 喜び」 に本質を持つも のと 捉えています。  

スポーツを通じ て人と 人と のコ ミ ュ ニケーショ ンや、 他の人と の会話を楽し む機会が多く 生

まれます。 スポーツを行う ために人が集まり 、 顔を合わせるこ と は、 人と 人、 地域と 地域と の

交流を促進し 、 地域の一体感や活力を醸成する上で重要な要素と なり ます。  

また、 スポーツは、 地域経済に多様な効果をも たら し ます。 大会やイ ベント の開催は、 参加

者や観客の来訪による宿泊・ 飲食・ 交通などの消費を生み、地域産業の活性化につながり ます。

日常的なスポーツ参加の増加は、 健康増進によっ て医療費の抑制効果も 期待さ れ、 長期的な行

政負担の軽減に結びつき、 新たな施策展開へと つながるも のと 考えら れます。 こ う し た直接・

間接の波及効果により 、 スポーツは地域経済の成長と 活力の向上に重要な役割を果たし ていま

す。  

さ ら に、 スポーツが世界共通の人類の文化であると いう 認識のも と 、 全ての市民がその価値

を享受できる環境整備に努める必要があり ます。 特に、 年齢や性別、 障害、 経済・ 地域事情な

どの違いによっ て、 スポーツ活動への参加や継続に差が生じ ないよう 、「 誰も がアク セスでき

る」 社会の実現を目指し ます。  
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本計画の前計画にあたる「 第三次スポーツ推進計画」 においては、次に示す 10 項目を計画の

指標と し て掲げまし た。  

前計画の計画期間である令和４ （ 2022） 年度から 令和７ （ 2025） 年度においては、 途中、 新

型コ ロナウイ ルス感染症の蔓延と いう 特殊な事情（ 川越運動公園総合体育館を臨時休館と し た

令和２ （ 2020） 年３ 月から ５ 類感染症移行の令和５ （ 2023） 年５ 月まで） を主な要因と し て、

指標値が大幅に悪化し 、 その後、 コ ロナ禍以前の数値まで回復できない項目があり まし た。  
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国は、 令和４ （ 2022） 年３ 月に「 第３ 期スポーツ基本計画」 を策定し まし た。  

平成 23（ 2011） 年のスポーツ基本法制定を契機に、 中長期的な視点で国民のスポーツ参加の

促進やスポーツ環境の整備が進めら れています。 現在計画期間中にある第３ 期スポーツ基本計

画（ 令和４ （ 2022） ～８ （ 2026） 年度） では、「 する・ みる・ 支える」 に加え、 スポーツを「 つ

く る/はぐ く む」、「 あつまり 」、 スポーツを「 と も に」 行い、「 つながり 」 を感じ 、「 誰も がアク

セス」 できると いう 視点が重要と さ れています。  

具体的には、 成人・ こ ども のスポーツ実施率向上、 障害者スポーツの裾野拡大、 女性指導者

比率向上、 スポーツによるまちづく り 、 多様な主体が参画でき るスポーツの機会の創出などが

掲げら れています。 また、 東京オリ ンピッ ク ・ パラ リ ンピッ ク のレガシーを活用し 、 施設や人

材、 文化を持続可能な形で地域に還元する取組も 進めら れています。 さ ら に、 スポーツ市場の

成長産業化や I CT活用、 地域振興と の連携、 スポーツによる健康増進も 重視さ れ、 安全・ 安心

なスポーツ環境の確保やガバナンス強化も 政策課題と し て示さ れています。 近年はコ ロナ禍を

踏まえた感染対策やオンラ イ ン・ 分散型スポーツの導入も 進み、 誰も が生涯にわたり スポーツ

に参加できる環境の整備が進んでいます。  

スポーツ施設に関し ては、 スポーツ施設の全体適正化（ スト ッ ク マネジメ ント ） を軸と し つ

つ、 誰も がアク セスし やすい環境の整備（ ユニバーサルデザイ ン） や地域経済の活性化の基盤

と なるスタ ジアム・ アリ ーナ施設の整備など、 多角的な視点で言及さ れています。  

また、 国の「 スポーツ施設のスト ッ ク 適正化ガイ ド ラ イ ン」 や「 スタ ジアム・ アリ ーナ改革

ガイ ド ブッ ク 」 においては、 収支の改善や施設を最大限活用するための整備・ 運用の工夫、 設

置目的の明確化や運用にかかる評価手法の検討のほか、 スポーツと スタ ジアム・ アリ ーナが生

み出す様々な価値の向上に向けた取組や、 まちづく り ・ 地域活性化に資するエリ アマネジメ ン

ト 視点での整備・ 活用が重要と さ れています。  
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埼玉県では、 令和５ （ 2023） 年度から ９ （ 2027） 年度までを計画期間と する「 埼玉県スポー

ツ推進計画」 のも と 、 誰も が生涯にわたり スポーツを楽し める社会の実現を目指し て多面的な

取組を進めています。 県民の週１ 回以上のスポーツ実施率は上昇傾向にあるも のの、 目標と す

る 65％には達し ておら ず、 特に女性や働く 世代、 子育て世代、 障害者など実施率の低い層への

支援が課題と さ れています。  

計画では、 スポーツ実施率や体力向上、 こ ども のスポーツ意欲、 スポーツ観戦割合の増加、

スポーツに関するボラ ンティ アへの参加割合の増加など複数の数値指標を設定し 、 モニタ リ ン

グを行いながら 効果的に施策を展開する仕組みが整えら れています。 また、 ト ッ プアスリ ート

の育成やスポーツ・ イ ンテグリ ティ の確保に加え、 スポーツを通じ た地域の活性化や共生社会

の実現も 重視さ れ、 観光施策・ 産業振興施策と の連携によるスポーツの成長産業化、 スポーツ

施設を活用し た地域経済の活性化についても 言及し ています。 さ ら に、 ｅ スポーツなど新し い

分野の活用や、 県民意識調査による課題把握と 改善にも 取り 組み、 スポーツを通じ た健康、 共

生、 地域づく り を踏まえたスポーツ政策を進めていく と さ れています。  

こ れら を通じ て、 埼玉県は「 スポーツがはぐ く む 輝く 埼玉」 の実現を目指し ています。  
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本市は、 埼玉県の西部地域、 都心から 30 ㎞圏域に位置し ています。 市域は東西に 16. 27km、

南北に 13. 81km、 行政面積は 109. 13 ㎢（ 県内では８ 番目に広い面積） と なっ ています。  

 

 

本市の地形は、市の中央部から 南部及び西部に広がる台地と 、北部や東部を中心と する荒川、

入間川沿いの低地に大きく 分けら れます。 地形を構成する地盤は、 台地部では関東ローム層で

構成さ れる比較的強固な地盤と なっ ている一方、 低地部では粘土層や泥炭層の軟弱な地盤と な

っ ています。 また、 一級河川 10 河川、 準用河川４ 河川など多く の河川を有し ています。 おおむ

ね、 関東平野の中心部に位置し 、 市の全域が高低差の少ない平地になっ ています。  
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道路網は、 高規格幹線道路である関越自動車道（ 関越道） が市域南西部を南北に、 首都圏中

央連絡自動車道（ 圏央道） が市域北西部を沿う よう に通っ ています。また、主要幹線道路では、

国道 16 号が東西に、 国道 254 号が南北に通っ ています。  

鉄道網については、 JR川越線、 東武東上線、 西武新宿線の３ 路線が運行さ れており 、 東京都

心部や横浜方面へ乗り 換えなし でアク セスするこ と が可能です。  
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本市の人口の年齢別構成は、 年少人口（ ０ ～14 歳） と 生産年齢人口（ 15～64 歳） の割合が、

それぞれ減少傾向にある一方で、高齢者人口（ 65 歳以上）の割合は増加傾向で推移し ています。

本市が行っ た将来人口推計によれば、今後も 、同様の傾向で推移し ていく と 見込まれています。 
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外国籍市民人口は、 増加傾向にあり 、 直近 10 年間で大幅に増加し ています。  
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本市の歳入は増加傾向で推移し ており 、 直近 10 年間で約 273 億円の増加と なっ ています。

歳入の根幹をなす市税収入は微増傾向で推移し ています。  
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一般会計の歳出額は増加傾向で推移し ており 、 直近 10 年間で約 265 億円の増加と なっ てい

ます。 その中でも 、 義務的経費の増加幅が大き く 、 約 1. 4 倍と なっ ています。 義務的経費の中

では、 少子高齢化への対応などにより 扶助費が大きく 増加し 、 約 1. 6 倍と なっ ています。  
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本市の経常収支比率は、 県内市平均や中核市平均と 比較し て高く 、 令和６ （ 2024） 年度は

99. 1％と なっ ています。 近年、 市民ニーズや行政課題に積極的に対応し てきたこ と により 、 財

政の硬直化が進んでいます。  

 

 

 

 

 

 

 

近年、 歳入の根幹をなす市税が微増で推移し ているのに対し 、 扶助費、 人件費、 公債費を合

計し た義務的経費は大きく 増加し ています。  

今後、 少子高齢化と 人口減少の中で、 市税の大幅な増加が見込めない一方、 扶助費などの義

務的経費は引き続き 増加すると 想定さ れ、 今後も 厳し い財政状況が続く も のと 見込まれます。 
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川越市スポーツ協会は基本方針と し て、「 １  組織の拡充強化」「 ２  スポーツ指導者の育成」

「 ３  生涯スポーツの普及・ 振興」「 ４  体育施設の整備及び拡充の促進」 を掲げています。 加

盟団体は、 32 団体と なっ ています。（ 令和７ （ 2025） 年 11 月現在）  

 

川越市スポーツ少年団は、 こ ども たちの心と 身体の健全育成を目

的に組織さ れ、 各単位団がそれぞれの地域でスポーツ活動を行っ て

います。 全 41 チーム、 1, 438 名が川越市スポーツ少年団に登録し て

います。（ 令和７ 年 11 月現在）  

 

 

 

 

川越市スポーツ推進委員連絡協議会は、 スポーツ推進委員の間の連絡調整と 指導力の向上を

図るこ と で、 スポーツ基本法第 32 条２ 項に規定する委員の責務の遂行に寄与すると と も に、

本市のスポーツの推進に資するこ と を目的と し て組織さ れたも のです。実際に、スポーツ行事・

事業を企画するこ と を通し て、 各委員が必要なノ ウハウを得、 地域におけるスポーツ活動に還

元し ています。 また、 県や関連の市及び地区での研修や講習会、 事業に参加し 、 自己研鑽に努

めています。  

 

スポーツ推進委員は、 スポーツ基本法第 32 条に基づき、 スポーツの推進のための事業の実

施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツ に関する指導及

び助言を行う 。  
 

⚫  住民の求めに応じ てスポーツの実技の指導を行う こ と 。  

⚫  住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図るこ と 。  

⚫  学校、 公民館などの機関の行う スポーツ行事又は事業に関し 協力し 、 及び連絡調整を行

う こ と 。  

⚫  スポーツ団体その他の団体の行なう スポーツに関する行事又は事業に関し 、 求めに応じ

協力するこ と 。  

⚫  住民一般に対し 、 スポーツについての理解を深めるこ と 。  
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多く の市主催イベント や地域の行事において、 スポーツの指導や運営などの協力をし ています。 
 

【 主な活動例】  

「 校区少年少女スポーツ大会」  例年６ 月～12 月に開催 

「 障害者グラ ウンド ゴルフ 教室」  例年９ 月～10 月開催 

「 生涯スポーツフ ェ スティ バル」  11 月初旬開催 

「 川越市グラ ウンド ゴルフ 中央大会」  11 月中旬開催 

「 小江戸川越ハーフ マラ ソ ン」  11 月最終日曜日開催 

 

総合型地域スポーツク ラ ブと は、 いつでも 、 どこ でも 、 だれでも 参加できる、 地域住民によ

り 自主的・ 主体的に運営さ れるスポーツク ラ ブです。 現在、 市内には６ つの総合型地域スポー

ツク ラ ブがあり ます。  
 

 

 

本市は、 日本女子プロサッ カ ーリ ーグ（ ＷＥ リ ーグ） に所属する「 ちふれ AS エルフ ェ ン埼

玉」の運営会社「 株式会社エルフ ェ ンスポーツク ラ ブ」と スポーツに関する連携協定を締結し 、

その後、 ＷＥ リ ーグから チームのホームタ ウンと し て承認さ れまし た。  

また、「 埼玉西武ラ イ オンズ」 の運営会社「 株式会社西武ラ イ オンズ」、 関東大学ラ グビーリ

ーグ戦 1 部に所属するラ グビー部がある「 学校法人東洋大学」、 ジャ パンラ グビーリ ーグワン 

ディ ビジョ ン１ に所属する「 埼玉パナソ ニッ ク ワイ ルド ナイ ツ」 の運営会社「 パナソ ニッ ク ス

ポーツ株式会社」 と 包括連携協定を締結し ています。  

その他、本市の川越運動公園総合体育館や陸上競技場では、バレーボールのＶ リ ーグ男子や、

ジャ パンラ グビーリ ーグワン ディ ビジョ ン３ 、バスケッ ト ボール女子日本リ ーグ（ Ｗリ ーグ）

の公式戦が開催さ れるなど、 県西部地域におけるスポーツの拠点と し て、 プロ・ ト ッ プスポー

ツと の連携を図る土壌が培われています。  

さ ら に、 ３ 人制プロバスケッ ト ボールチームや、 本市をホームタ ウンと し てＪ リ ーグ加盟を

目指し て活動するサッ カ ーチームも あり 、 地域において様々な活動を行っ ています。  
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運動（ 体を動かす遊びをふく む） やスポーツをするこ と が好き かについて、 小学５ 年生男子

をみると 本市では『 好き』（「 好き 」 と 「 やや好き」 の合計） が 93. 0％と なっ ており 、 全国、 埼

玉県と 比べて同水準と なっ ています。  

小学５ 年生女子をみると 本市では『 好き』（「 好き」 と 「 やや好き」 の合計） が 83. 8％と なっ

ており 、 全国、 埼玉県と 比べて低く なっ ています。  

性別でみると 、『 好き 』（「 好き 」 と「 やや好き 」 の合計） は、 男子が 93. 0％であるのに対し 、

女子は 83. 8％と 9. 2 ポイ ント の差がみら れます。  

小学５ 年生全体でみると 、 本市では『 好き 』（「 好き 」 と 「 やや好き」 の合計） が 88. 6％と な

っ ており 、 全国より も 1. 2 ポイ ント 低く なっ ています。  
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運動（ 体を動かす遊びをふく む） やスポーツをするこ と が好き かについて、 中学２ 年生男子

をみると 本市では『 好き』（「 好き 」 と 「 やや好き」 の合計） が 86. 9％と なっ ており 、 全国、 埼

玉県と 比べて低く なっ ています。  

中学２ 年生女子をみると 本市では『 好き』（「 好き」 と 「 やや好き」 の合計） が 74. 9％と なっ

ており 、 全国、 埼玉県と 比べて低く なっ ています。  

性別でみると 、『 好き 』（「 好き 」 と「 やや好き」 の合計） は、 男子が 86. 9％であるのに対し 、

女子は 74. 9％と 12 ポイ ント の差がみら れます。  

中学２ 年生全体でみると 、 本市では『 好き 』（「 好き 」 と 「 やや好き」 の合計） が 81. 0％と な

っ ており 、 全国より も 2. 9 ポイ ント 低く なっ ています。  
 

 

  

 
運動（ 体を動かす遊びをふく む） やスポーツをするこ と が好き かに関し て、 小学５ 年生男子

を除いて、 全国、 埼玉県と 比べて、『 好き』（「 好き」 と 「 やや好き」 の合計） と いう 児童、 生徒

の割合は低い状況です。  

また、男子、女子、全体のすべてにおいて、小学５ 年生より も 中学２ 年生の方が、『 好き 』（「 好

き 」 と 「 やや好き」 の合計） の割合が低く なっ ています。  
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本市における主なスポーツ施設の概要や利用状況については、 以下のと おり です。  

市制 60 周年記念事業と し て昭和 57（ 1982） 年から 整備に着手し 、 平成 12（ 2000） 年度に完

成し まし た。陸上競技場、総合体育館、テニスコ ート 、自由広場などの施設を兼ね備えており 、

日常のスポーツから 各種イ ベント まで幅広く 活用でき る公園です。  
 

・ ト ラ ッ ク ： 400ｍ×８ レーン( 全天候ウレタ ン舗装)  

・ イ ンフ ィ ールド ： 7, 420 ㎡（ 106m×70m）  

・ 観客席収容人数： メ イ ンスタ ンド  4, 500 人（ 車椅子席 12 席）  

         芝生スタ ンド   4, 000 人（ 車椅子席 10 席）  

 

【 メ イ ンアリ ーナ】  

 ・ 面積： 2, 537. 45 ㎡（ 有効 61. 6m×38. 6m）  

 ・ 高さ ： 17. 0ｍ（ 有効 16. 0ｍ）  

     バスケッ ト ボール３ 面、 バレーボール３ 面、 バド ミ ント ン 12 面（ 競技用 10 面） 

     卓球 24 面（ 競技用 20 面）、 ハンド ボール・ 体操競技など 

 ・ 観客席： 2, 272 席（ 固定 976 席、 可動席 1, 296 席）  

【 サブアリ ーナ】  

 ・ 面積： 631. 65 ㎡（ 有効 30. 2m×19. 8m）  

     バスケッ ト ボール１ 面（ 練習用）、 バレーボール１ 面（ 練習用）、  

バド ミ ント ン３ 面（ 練習用）、 卓球６ 面（ 練習用）  

【 武道場】  

 ・ 武道場１   面積： 383. 4 ㎡（ 有効 24. 1m×14. 6m）  

 ・ 武道場２   面積： 383. 7 ㎡（ 有効 24. 4m×14. 6m）  

【 弓道場】 近的５ ～６ 人立 

【 その他】 ト レーニングルームなど 

 

・ テニスコ ート ： 12 面（ う ち夜間照明設備６ 面）  

・ 壁打ち練習コ ート ： ２ 面 

・ 観客席： ベンチタ イ プ 950 席、 芝生スタ ンド 350 席 
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川越武道館は、 柔道・ 剣道・ 空手・ 弓道などに対応し た多用途の武道専用施設で、 １ ・ ２ 階

の道場と 地下弓道場を備えています。 市民の稽古、 講習会、 試合など多様な武道活動の拠点と

なっ ています。  
 

 ・ 延床面積 2, 203. 21 ㎡ 

 ・ 地下１ 階 773. 21 ㎡ 

 ・ １ 階   726. 00 ㎡ 

 ・ ２ 階   704. 00 ㎡ 

 

【 施設の内容】  

・ 弓道場  393. 93 ㎡（ 近的５ ～６ 人立）  

・ 柔道場  309. 60 ㎡（ 畳）  

・ 剣道場  309. 60 ㎡（ フ ローリ ング）  

・ 会議室 

・ 駐車場  20 台 

サンラ イ フ 川越は、ト レーニング室、 会議室、 研修室、 講習室、 和室を備えています。 また、

教養文化活動及び健康スポーツ活動を目的と し た各種教室の開催や、 ト レーニング室での無料

指導なども 行っ ています。  

芳野台体育館では、 バド ミ ント ン、 卓球、 バレーボールなどの利用ができます。  
 

 ・ 延床面積 768 ㎡ 

・ 体育館 面積： 768 ㎡ フ ロアーの広さ  19m×30. 8m 

・ ト レーニング室 

・ 講習室  ２ 室  ・ 会議室  ２ 室 

・ 研修室  ２ 室  ・ 和室   ２ 室 

 ・ 駐車場 64 台 
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旧川越城本丸跡で、 本丸御殿などの史跡も 数多く あり 、 隣接する博物館、 美術館と と も に観

光コ ースと も なっ ています。 また、 ナイ タ ー設備のある野球場があり ます。  

なお、 初雁公園水泳プールは、 令和２ （ 2020） 年度から 休止し ています。  
 

・ 収容人数       約 4, 000 人 

・ グラ ウンド の大き さ   中堅 110m、 両翼 91m（ 野球場１ 面、 ナイタ ー設備）  

・ 供用開始       昭和 27（ 1952） 年６ 月 

・ 面積   約 0. 4ha 

・ 内容   大プール、 中プール、 小プール、 幼児プール 

・ 供用開始 昭和 26（ 1951） 年８ 月 

※令和２ 年（ 2020） から 休止 

小畔川のせせら ぎと 澄んだ空気に囲まれた、 運動や散歩に適し た憩いのエリ アになぐ わし 公

園Ｐ ｉ Ｋ Ｏ Ａ があり ます。 隣接の資源化センタ ーから 発生する熱エネルギーを有効活用し たエ

コ 温水プールや温浴施設をはじ め、 誰も が気軽に利用できる、 運動施設や多目的ホールを設け

ています。  
 

温水プール、 多目的ホール、 会議室、 ト レーニングルーム、 スタ ジオ、 温浴施設などがあ

り 、 スポーツ広場、 市民のつどいの場、 地域コ ミ ュ ニティ の交流施設です。  

・ 供用開始： 平成 24（ 2012） 年 

・ 面積： 約 300 ㎡ （ 室内温水 25ｍプール）  

健康増進プール 

幼児用プール 

一年中水温を 30 度前後に保ち、 ク リ ーンで快適な温水でスイ ミ ングが楽し めます。 目的、

年齢、 体力に応じ て様々なプログラ ムをご用意、 専任のイ ンスト ラ ク タ ーが親切丁寧に指導

し ます。 健康増進プールや幼児用プールも あり 、 誰でも 安心し て楽し みながら 水に親し むこ

と ができ ます。  

330 坪の広々と し た多目的ホールは、 武道をはじ め、 各種スポーツや音楽スタ ジオなどと

し ても 利用でき ます。  

・ 面積： 約 986 ㎡（ 有効 26. 6m×34. 1m）  

・ 高さ ： 12. 5ｍ 

    バスケッ ト ボール１ 面（ 練習用２ 面）、 バレーボール２ 面（ 練習用）、  

バド ミ ント ン４ 面（ 練習用）、 卓球 10 面（ 練習用）  
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川越市総合福祉センタ ー「 オアシス」 は、 ふれあいと やすら ぎのある人間性豊かな福祉社会

の実現を目指し 、 福祉の向上と 地域福祉の促進拠点と し て主要な役割を担う 施設です。  

市内に住む障害者や高齢者を主な対象と し 、 種々の研修・ 相談・ 訓練などを通じ て自立を支

援し 、 創作活動･レク リ エーショ ン などへの参加交流を通じ て生きがいのある生活と 豊かな文

化を創造し 、 併せてスポーツの場・ 入浴サービス・ 給食サービスなどを提供するこ と により 健

康の維持増進を図り 、 福祉の向上を推進するこ と を目的に平成７ （ 1995） 年７ 月にオープンし

まし た。  

さ ら に、 社会福祉協議会事務局と の連携により 、 広く 地域福祉の向上を促進するための拠点

と なっ ている施設です。  
 

・ 敷地面積  5, 721. 59 ㎡ 

・ 延床面積  6, 523. 48 ㎡  １ 階： 2, 572. 7 ㎡  ２ 階： 2, 363. 68 ㎡ 

              ３ 階： 1, 556. 79 ㎡  Ｒ 階： 30. 31 ㎡ 

・ 構造規模  鉄筋コ ンク リ ート 造、 地上３ 階 

・ 駐車場など 場内： 自動車 10 台（ 全て身体障害者用）  

          自転車置場３ カ 所 

       場外： 自動車 115 台 
 
【 施設の内容】  

１ 階： プール、 障がい者デイ サービス室、 食道 

２ 階： 体育室、 調理実習室、 創作室、 普通浴室、 おも ちゃ ラ イ ブラ リ ー、  

高齢者デイ サービス室 

３ 階： 社会適応訓練室、 研修室、 大広間、 教養娯楽室、 点訳室、 図書コ ーナー 

   川越市社会福祉協議会事務局、 川越市ボラ ンティ アセンタ ー、 通所介護室 
 
【 スポーツ施設】  

 ・ 体育室 面積： 715 ㎡（ 有効 35. 75m×20m）  

      高さ ： 10. 48ｍ（ 有効 6. 84ｍ）  

         バスケッ ト ボール１ 面（ 練習用）、 バレーボール１ 面（ 練習用）、  

バド ミ ント ン２ 面（ 練習用）、 卓球８ 面（ 練習用）  

 ・ 温水プール 一般コ ース、 水深 75 ㎝コ ース、 水深 115 ㎝コ ース（ 室内温水 25ｍプール） 

令和５（ 2023） 年７ 月にオープンし 、自転車競技

の BMX やスケート ボード 、 イ ンラ イ ンスケート の

３ 種競技に対応し ています。  

面積は 5, 015 ㎡で、 県内の公設スケート ボード 、

BMXパーク と し ては最大級の規模と なっ ています。  
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多く の施設で、新型コ ロナウイ ルス感染症の影響から 、令和元（ 2019） 年度と 令和２（ 2020）

年度は、利用件数が大幅に減少し ています。その後、令和３（ 2021） 年度以降は利用が回復し 、

令和５ （ 2023） 年度や令和６ （ 2024） 年度には、 令和元（ 2019） 年度の利用状況に近づきまし

たが、 その水準には届いていません。  
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本市では、 令和５ （ 2023） 年度に市民の運動やスポーツに関する意識調査を実施し まし た。 
 

 

スポーツをするこ と が『 好き』（「 好き 」 と「 どちら かと いえば好き 」 の合計） の割合は、53. 1％

と なっ ています。 また、『 嫌い』（「 嫌い」 と「 どちら かと いえば嫌い」 の合計） の割合は 16. 2％

と なっ ています。  
 

 
 

性別でみると 、『 好き』（「 好き」と「 どちら かと いえば好き 」の合計）の割合は、男性が 59. 2％、

女性が 48. 7％と なっ ています。  
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どのく ら い運動に取り 組んでいるかについて、「 運動は行っ ていない」が 36. 6％と 最も 高く 、

次いで「 週に１ 日」 が 9. 8％、「 毎日」 が 9. 4％と なっ ています。 週に１ 日以上取り 組んでいる

割合は、 51. 8％と なっ ています。  
 

 
 

どのく ら い運動に取り 組んでいるかについて年代別にみると 、30 歳代、40 歳代で「 運動は行

っ ていない」 の割合が高く 40％台と なっ ています。その他の年代では、20 歳未満を除いて 30％

台と なっ ています。  
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運動・ スポーツに取り 組まない理由について、「 時間がない」 が 25. 8％と 最も 高く 、 次いで

「 きっ かけがない」 が 19. 5％、「 面倒く さ い」 が 12. 3％と なっ ています。  
 

 

 

 

スポーツに関する情報の入手方法について、 全体では「 テレビ、 ラ ジオ」 が 57. 9％と 最も 高

く 、 次いで「 イ ンタ ーネッ ト 」 が 27. 3％と なっ ています。  

年代別にみても 、「 テレビ、 ラ ジオ」「 イ ンタ ーネッ ト 」 の割合が高い状況です。 40 歳代まで

は、「 テレビ、 ラ ジオ」「 イ ンタ ーネッ ト 」 の割合がと も に 40％台と なっ ている一方で、 50 歳代

以上では、「 テレビ、 ラ ジオ」 の割合が高く 60％以上と なっ ています。  
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総合型地域スポーツク ラ ブについて「 存在を知ら ない」 が 80. 1％と 最も 高く なっ ています。 
 

 
 

 

総合型地域スポーツ ク ラ ブに期待するこ と と し ては、「 運動やスポーツ の機会の提供」 が

29. 9％と 最も 高く 、 次いで「 地域における交流の創出」 が 14. 3％、「 子供の運動嫌い解消やス

ポーツを楽し む場の提供」 が 9. 7％と なっ ています。  
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障害者スポーツへの関心について『 関心がない』（「 あまり 関心がない」 と 「 関心がない」 の

合計） の割合は、 55. 8％と なっ ています。  
 

 

 

 

障害者スポーツに関心がない理由について、「 身近に障害者スポーツに関わっ ている人がい

ないから 」 が 29. 7％と 最も 高く 、 次いで「 スポーツ自体に興味がないから 」 が 25. 0％、「 どん

な競技があるか知ら ないから 」 が 11. 5％と なっ ています。  
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スポーツを観戦し ている人は 83. 3％と なっ ています。観戦し ている協議については、「 野球」

が 28. 9％と 最も 高く 、 次いで「 サッ カ ー」 が 18. 3％、「 バレーボール」 が 6. 1％と なっ ていま

す。  

 

 

スポーツが地域の活性化に役立つと 思う かについて、『 役立つと 思う 』（「 と ても 思う 」 と「 や

や思う 」 の合計） の割合が 80. 4％と なっ ています。  
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スポーツ推進委員について「 存在を知ら ない」 が 67. 6％と 最も 高く なっ ています。  
 

 

 

地域で実施さ れる運動やスポーツのイ ベント について、「 関わっ たこ と がない」 が 63. 2％と

なっ ています。  

 
 

地域で実施さ れる運動やスポーツ のイ ベント に関わっ たこ と がない理由について、「 実施さ

れているこ と を知ら ない」 が 34. 2％と 最も 高く 、 次いで「 時間的余裕がない」 が 19. 9％、「 地

域の活動に興味がない」 が 10. 2％と なっ ています。  
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スポーツに関するボラ ンティ ア活動への参加について、「 参加し たこ と はない」 が 87. 4％と

なっ ています。  
 

 
 
 

スポーツに関するボラ ンティ ア活動への今後の参加について、『 今後参加し たいと 思わない』

（「 あまり 思わない」 と 「 まっ たく 思わない」 の合計） は 72. 3％と なっ ています。  
 

 

 
 

今後ボラ ンティ ア活動に参加し たいと 思わない理由について、「 仕事や子育てが忙し く て時

間的な余裕がない」 が 31. 8％と 最も 高く 、「 活動での人間関係が煩わし い」 が 23. 1％、「 ボラ ン

ティ ア活動ができる団体やイ ベント を知ら ない」 が 17. 1％と なっ ています。  
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市のスポーツ施設整備の方向性について、「 身近な場所でスポーツ に取り 組める小規模のス

ポーツ施設を複数整備し てほし い」 が 55. 8％と 最も 高く 、 次いで「 スポーツ施設は、 現在の施

設の維持、 改善程度にと どめてほし い」 が 16. 8％、「 他市に誇れる大規模なスポーツ施設を整

備し てほし い」 が 14. 1％と なっ ています。  
 

 

 

市のスポーツ施策について重要と 考えるも のについて、「 小規模ながら も 身近な場所で運動

やスポーツができる多目的グラ ウンド などの整備」 が 39. 1％と 最も 高く 、 次いで「 市民が楽し

めるスポーツ教室の充実」 が 20. 1％、「 野球場、 陸上競技場、 体育館などの大規模施設の整備

や維持管理」 が 16. 9％と なっ ています。  
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市のスポーツ施策について重要と 考えるも のについて、１ 日の運動時間別にみても 、「 小規模

ながら も 身近な場所で運動やスポーツができる多目的グラ ウンド などの整備」 の割合は高く な

っ ています。  

一方で、 １ 日に 60 分以上運動を実施し ている層では、「 小規模ながら も 身近な場所で運動や

スポーツができ る多目的グラ ウンド などの整備」 に次いで、「 野球場、 陸上競技場、 体育館など

の大規模施設の整備や維持管理」 の割合が高く なっ ています。  

 

 

市のスポーツ施策について重要と 考えるも のについて、 年代別にみても 、 20 歳未満を除いて

「 小規模ながら も 身近な場所で運動やスポーツができ る多目的グラ ウンド などの整備」 の割合

は高く なっ ています。  

一方で、 30～50 歳代では、「 小規模ながら も 身近な場所で運動やスポーツができる多目的グ

ラ ウンド などの整備」 に次いで、「 野球場、 陸上競技場、 体育館などの大規模施設の整備や維持

管理」 の割合が高く なっ ています。  
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本市の現状やスポーツ意識調査の結果、 第三次計画の取組状況などを踏まえて、 現状と 課題

の整理を行いまし た。  

 

市民が日常的に運動・ スポーツに取り 組み、 親し む・ 楽し むための機会を増やし 、 継続的な

参加を促す上で、 時間的な制約や動機付けの欠如が大きな課題と なり ます。  

 

「 運動・ スポーツは行っ ていない」 が 36. 6％と なっ ており 、 特に 30 歳、 40 歳代で実施し てい

ない割合が 40％台と 高く なっ ています。  

 ラ イ フ ステージなどを意識し た運動・ スポーツの機会を創出・ 提供するこ と で、 参加し やすい

環境を充実さ せていく こ と が必要です。  

 

運動やスポーツに取り 組まない理由と し て、「 時間がない」 が 25. 8％、「 きっ かけがない」 が

19. 5％と 高く なっ ています。  

運動・ スポーツに取り 組みやすく 、 時間的な制約を克服できるよう に、 短時間で気軽に取り 組

めるプログラ ムの提供や、 日常生活に運動・ スポーツを取り 入れるき っ かけづく り と なる取組の

展開が必要です。  

 

 総合型地域スポーツク ラ ブについて、「 存在を知ら ない」 の割合が 80. 1％と 、 多く の人が認知

し ていない状況です。 期待するこ と と し ては、「 運動やスポーツ機会の提供」 の割合が高く なっ

ています。  

総合型地域スポーツク ラ ブの普及啓発、 認知度向上に努めると と も に、 市民の運動・ スポーツ

に触れる機会をつく っ ていく こ と が大切です。  

 

 本市におけるこ ども （ 小学５ 年生、 中学２ 年生） の運動・ スポーツをするこ と が好き かどう か

について、 小学５ 年生の男子を除いた区分（ 小学５ 年生女子、 中学２ 年生男女） において、 全国

と 埼玉県の平均より も 割合が低い結果と なっ ています。  

 小学校入学前の時期も 含め、 こ ども の時から 運動やスポーツに触れる機会を充実さ せ、 運動・

スポーツが好き になるよう な取組を行っ ていく こ と が必要です。  
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スポーツに関する情報の入手と し ては、「 テレビ、 ラ ジオ」「 イ ンタ ーネッ ト 」 の割合が高く 、

40 歳代までは「 テレビ、 ラ ジオ」「 イ ンタ ーネッ ト 」、 50 歳代以上では「 テレビ、 ラ ジオ」 の割合

が高く なっ ています。  

運動・ スポーツに、 より 親し み、 楽し んでも ら う ために、 情報発信、 周知の方法を工夫し 、 年

代に合わせた方法を検討し ていく こ と が重要です。  

 

スポーツをするこ と が好きな人は 53. 1％と なっ ています。 また、 市の施策と し て、「 市民が楽

し めるスポーツ教室の充実」 が重要視さ れています。  

市民の多様なニーズに対応できるスポーツ教室などの企画、運営を充実さ せていく こ と が必要

です。  

 
 

地域におけるスポーツ活動を通じ た市民同士の交流や連携を深める上で、 総合型地域スポー

ツク ラ ブやスポーツ推進委員、地域でのスポーツ活動・ イベント に対する認知度が低く 、また、

市民が積極的な関わる意欲が乏し いこ と が課題と なり ます。  
 

地域で、 スポーツの活動やイ ベント に「 関わっ たこ と がない」 市民が 63. 2％と なっ ています。

理由と し ては、「 実施さ れているこ と を知ら ない」 が多く なっ ています。 また、 総合型地域スポー

ツク ラ ブに期待するこ と と し て、「 運動やスポーツの機会の提供」 の 29. 9％に次いで、「 地域おけ

る交流の創出」 の 14. 3％が続いています。  

地域でのスポーツに関するイ ベント へ参加する人を増やすために、 まずは情報発信方法を 確

立・ 強化し 、 認知度を向上し ていく こ と が必要です。 その上で、 参加者の増加につなげると と も

に、 交流の場と し て、 地域活性化などにも つなげていく こ と が重要です。  

運動・ スポーツをする機会を充実さ せるだけではなく 、 交流の場、 機会の創出も 目指し た、 地

域におけるスポーツ活動を展開し ていく こ と が求めら れます。  

 

市のスポーツ推進を担う スポーツ推進委員について、「 存在を知ら ない」 が 67. 6％と なっ てい

ます。 また、 スポーツに関するボラ ンティ ア活動へ「 参加し たこ と はない」 割合は 87. 4％と なっ

ています。 また、 今後の参加意欲も 低い人が多く 、 参加し たいと 思わない理由については、 時間

的な余裕がないこ と 、 人間関係、 認知不足が多く なっ ています。  

今後の市のスポーツ推進を担っ ていく 人材を育成・ 発掘し ていく ためにも 、 スポーツ推進委員

の活動やスポーツに関するボラ ンティ ア活動の情報発信・ 周知啓発を積極的に行っ ていく こ と が

必要です。また、スポーツをするだけではなく 、支える活動にも 気軽に参加できるよう な仕組み、

環境づく り も 重要です。  



 

41 

 

障害者スポーツに対し て「 関心がない」 割合は 55. 8％と なっ ており 、 理由と し ては「 身近に障

害者スポーツに関わっ ている人がいない」 の割合が高く なっ ています。  

また、 外国籍市民の数は、 増加傾向と なっ ています。  

障害者スポーツに関する情報発信を強化し 、 市民が身近な場所で競技や選手、 関わり を持つ人

に出会える機会をつく るこ と が必要です。 また、 年齢や性別、 障害の有無や国籍にかかわら ず、

誰も が、 様々な視点で運動・ スポーツに関われる、 取り 組める環境を整えていく こ と が求めら れ

ます。  

 

 

市民が求める施設に関するニーズを捉え、 運動・ スポーツに取り 組みやすい環境を整備し て

いく こ と が課題と なり ます。  

 

 市の施設整備の方向性について、「 身近な場所でスポーツに取り 組める 小規模のスポーツ施設

を複数整備し てほし い」 の割合が 55. 8％と 最も 高く なっ ています。  

 身近で手軽に利用できる 小規模なスポーツ施設を複数整備するこ と を事業と し て推進する 必

要があり ます。  

 

市のスポーツ施策と し て最も 重要視さ れているのは、「 小規模ながら も 身近な場所で運動やス

ポーツができる多目的グラ ウンド などの整備」 と なっ ています。  

市民の利便性を 考慮し た身近な施設の整備に力を入れていく こ と で、運動やスポーツに取り 組

まない理由の１ つである「 時間がない」 などの課題に対応し 、 スポーツをする機会の充実につな

げていく こ と が求めら れます。  
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ラ イ フ ステージに応じ たスポーツ環境の充実や誰も が気軽にスポーツを楽し むために、 本市

の財政状況も 踏まえた上で、 民間の活力を活かし たスポーツ施設の整備や充実を行っ ていく こ

と が課題と なり ます。  

 

建設から 長期間が経過し た施設が多く 、 老朽化が進行し ており 、 既存施設の修繕や改修、 野球

場や陸上競技場、総合体育館などの大規模スポーツ施設のあり 方の検討やスポーツ施設の再編が

必要と なっ てき ます。 一方で、 市の財政状況を踏まえると 、 行政のみで新たな施設を増やすこ と

や、 大規模な改修を実施するこ と は容易ではあり ません。  

こ のよう なこ と から 、国などの交付金を積極的に活用すると と も に、民間活力の活用も想定し つ

つ、大規模スポーツ施設の整備検討や再編による整理・ 統合を図るこ と で、スポーツを通じ た地域の

活性化を目指し ていく こ と が重要です。  

 

 スポーツ意識調査の結果と し て、 市のスポーツ 施策に市民が最も 重要と 考えているのは、「 小

規模ながら も 身近な場所で運動やスポーツができる多目的グラ ウンド などの整備」 と なっ ていま

すが、 運動時間別、 年代別でみたと き に、 次いで多いのは「 野球場、 陸上競技場、 体育館などの

大規模施設の整備や維持管理」 と なっ ています。 運動時間別では、 60 分以上運動をする層で割合

が高く 、 年代別では、 20 代未満や 30 代から 50 代の年代で割合が高く なっ ています。  

 スポーツ施策の推進によっ て、 スポーツ実施率が上昇すると 、 大規模施設に対するニーズが上

昇する可能性が示唆さ れており 、 また、 比較的若い世代や現役世代でのニーズがあるこ と から 、

全体と し てニーズが高い内容に対応し ていく こ と に加えて、ラ イ フ ステージに応じ てスポーツに

親し む機会を充実するために、 大規模施設のあり 方の検討を行っ ていく こ と も 必要です。  
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本市は、「 誰も が気軽にスポーツに親し み、 交流できるまち 川越」 を将来像と し て掲げ、 市

民一人ひと り が心身と も に健康でいきいきと 暮ら せる社会の実現を目指し ていきます。  

年齢や性別、 障害の有無、 国籍などにかかわら ず、 誰も が自分のペースで気軽にスポーツを

楽し み、 地域の仲間と つながるこ と で、 豊かな人間関係と 地域の絆を育むこ と ができ ます。 ま

た、 行政のみなら ず、 スポーツ団体、 学校、 民間企業などの多様な主体が連携し 、 身近な場所

でスポーツに親し む機会を広げるこ と で、 スポーツを「 特別なも の」 から 「 生活の一部」 へと

浸透さ せていき ます。 さ ら に、 プロ・ ト ッ プスポーツと の交流や観戦機会の充実を通じ て、 ス

ポーツの魅力を発信し 、 市民の誇り （ シビッ ク プラ イ ド ） の醸成と 活力の向上につなげます。 

さ ら に、「 あつまり 」、 スポーツを「 と も に」 行い、「 つながり 」 を感じ る場を持続的に市民に

提供するため、 スポーツ施設の整備・ 再編に向けた検討を進めます。  

本市は、 スポーツを通じ た健康づく り と 地域づく り を両輪に、 誰も が笑顔でつながるまちの

実現を目指し ます。  
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将来像の実現に向けて、 現状や課題を踏まえて３ つの基本目標を設定し まし た。  
 

市民が運動やスポーツを身近に感じ 、 日常生活の中で楽し く 継続的に取り 組める環境を整え

るこ と を目指し ます。 運動・ スポーツ習慣の定着には、 ラ イ フ ステージや生活環境に応じ た多

様なプログラ ムの提供が重要であり 、 時間的な制約を克服でき る短時間で気軽に参加できる取

組や、 身近な場所でスポーツに取り 組める場の充実を進めます。 また、 総合型地域スポーツク

ラ ブの普及啓発を図り 、市民が自分に合っ た活動を選択できるよう 支援し ます。さ ら に、プロ・

ト ッ プアスリ ート と の交流や指導機会の創出、 全国大会・ 国際大会を目指すこ ども たちの育成

支援を行い、 夢や憧れを通じ てスポーツに親し む意欲を高めます。 こ れら を通じ て、 市民の誰

も が生涯にわたり スポーツに親し み、 健康で活力ある生活を実現できる地域社会を形成し ます。 

また、 こ れまで、 こ ども たちのスポーツ活動の場と し て重要な役割を果たし てきた学校部活

動についても 、 現在、 変革の時期を迎えています。 こ ども たちが、 持続可能な活動ができるよ

う 、 部活動地域連携・ 地域展開の取組を着実に進めていき ます。  
 

スポーツを通じ て市民相互の交流や地域コ ミ ュ ニティ のつながり を深め、 地域の活性化を図

るこ と を目指し ます。 地域のスポーツ活動や大会への参加を促進するため、 情報発信の強化や

広報手段の工夫により 認知度を高め、 参加し やすい環境を整備し ます。 年齢や性別、 障害の有

無、 国籍などを問わず、 誰も がと も に楽し み、 支え合える地域スポーツ活動を推進すると と も

に、 障害者スポーツの普及や、 障害者や外国人の参加し やすい環境を整え、 共生社会の実現を

図り ます。 さ ら に、 地域資源を活かし たスポーツツーリ ズムの推進やプロ・ ト ッ プスポーツの

観戦機会の充実を通じ て、地域の魅力を高め、市民の誇り（ シビッ ク プラ イ ド ） を醸成し ます。

また、 スポーツ推進委員や指導者、 ボラ ンティ アなど、 スポーツを支える人材の育成などを進

めるこ と で、 地域に根ざし たスポーツ活動の推進を目指し ます。  
 

誰も が安全で快適にスポーツを楽し める環境の整備を進め、 市民の多様なニーズに対応でき

るよう 施設の充実を図り ます。 身近で気軽に利用でき る小規模なスポーツ施設の整備にも 目を

向け、 日常的に運動に取り 組める環境をつく るこ と で、 時間的制約などの課題を軽減し ます。

既存施設の有効活用や計画的な修繕や改修を推進し 、 学校教育や部活動地域展開に影響を与え

ない範囲で積極的に学校体育施設を開放すると と も に、 民間の供給するスポーツ施設と の連携

も 模索し つつ、 時代の変化に応じ た柔軟なスポーツ環境の整備を行います。 さ ら に、 ユニバー

サルデザイ ン化を進めるこ と で、 誰も が安心し て利用できる施設環境の整備を検討し ます。 ま

た、 民間のノ ウハウや活力を取り 入れた新たな施設整備や運営のあり 方を検討し 、 野球場など

のスタ ジアム、 アリ ーナと いっ た大規模施設を含めたスポーツ施設の整備・ 再編や効率的かつ

持続可能な運営体制の構築を検討し ます。 こ れら の取組により 、 市民が身近にスポーツを楽し

み、 健康的で豊かな生活を送るための基盤を確立し ます。  
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本計画を着実に実行し ていく ためには、本市の最上位の計画である「 第五次川越市総合計画」

と の整合を図る必要があり ます。  

 

第五次川越市総合計画では、 10 年後（ 令和 17（ 2035） 年度） の将来都市像を、  

と 定めています。  

 

また、 将来都市像を実現するための政策分野別の基本目標と し て、 教育・ 文化・ スポーツの

分野では、  

を掲げています。  

 

さ ら に、分野別計画の「 施策３ －４  文化・ スポーツ活動の推進」 の施策の目的（ 目指す姿）

と し て、  

と 示し ています。  

 

 

以上の点を踏まえ、 本計画の将来像及び基本目標を次のと おり 設定し まし た。  
 

 
 

 

本計画においては、 スポーツの素晴ら し さ を市民の誰も が享受でき る環境を 整えるこ と で、

ひと り ひと り が豊かな人生を送り 、 市民の幸せにつながるよう 、 また、 魅力のあふれるまちと

なるよう 施策の展開を図っ ていきます。  

  



 

46 
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市民の約 36％が運動・ スポーツを実施し ておら ず、 特に「 時間がない」「 きっ かけがない」

こ と が大きな課題と なっ ています。  

こ う いっ たこ と を踏まえ、 市民一人ひと り が日常的に気軽にスポーツに親し み、 継続的に活

動できるよう 、 多様なスポーツ大会・ 教室を開催し 、 スポーツに取り 組む契機を創出し ます。

さ ら に、 認知度が低い総合型地域スポーツク ラ ブの活用などを推進し 、 多世代・ 多種目に対応

し た活動の定着と 、 市民の参加促進を目指し ます。  

 

 

市民が気軽に運動やスポーツに親し むこ と ができるよう 、 スポーツに取り 組むきっ かけと な

る大会や教室の開催を推進し ます。 既存の大会や教室については、 種目や内容の見直し ・ 改善

を行い、 より 魅力的で継続的に参加し たく なるプログラ ムへと 充実を図り ます。 また、 初心者

や未経験者を対象と し た講座の充実を通じ て、 市民一人ひと り がスポーツに親し む契機を創出

し 、 各種目の裾野の拡大を目指し ます。  
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市民が身近な地域で継続的にスポーツに親し むこ と ができるよう 、 総合型地域スポーツクラブ

の設置・ 活用を推進し ます。 総合型地域スポーツク ラブは、 多世代・ 多種目・ 多志向に対応し 、 地

域住民が主体と なっ て運営するこ と を特徴と し ており 、 年齢や競技レベルに応じ て多様なスポー

ツ活動を楽し むこ と ができるものです。 本市は、 既存クラブの安定的な運営を支援すると と もに、

より 効果的な活用方法の検討を進めます。あわせて、指導者の育成やクラ ブ間のネッ ト ワークづく

り を促進し 、ク ラブの運営体制や指導力の向上を図り ます。さ らに、クラブの活動内容や魅力を広

く 発信するこ と で、 市民の参加促進と 地域におけるスポーツの定着を目指し ます。  
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本市のこ ども たちは、 運動・ スポーツを好む割合が全国や県の平均を下回る結果と なっ てお

り 、 こ ども の時から 運動・ スポーツが好きになる取組を行っ ていく こ と が必要です。  

こ れを踏まえて、 児童生徒が主体的に運動・ スポーツに取り 組める学校体育の充実を図り ま

す。 また、 少子化や教員負担軽減に対応するため、 部活動の地域連携・ 地域展開を進め持続可

能な活動体制を構築し ます。 さ ら に、 全国大会などへ出場するこ ども たちの支援やプロ・ ト ッ

プアスリ ート と の交流機会を創出し 、 また、 こ ども たちの意見を積極的に聴取するこ と で、 運

動への意欲向上と 次代を担う 人材の育成を目指し ます。  

 

 

教育振興基本計画と の連携を図り ながら 、 児童生徒の健康の維持増進と 体力向上を推進し ま

す。 児童生徒が主体的に運動に取り 組むこ と ができるよう 体育・ 保健体育の授業の充実を図る

と と も に、 ト ッ プアスリ ート と の交流を通じ て、 運動への意欲向上や夢を育む機会を提供し ま

す。 また、 教員を対象と し た研修会を実施し 、 体育・ 保健体育科に関する指導力や実践力の向

上を図るこ と で、 学校における体育教育の質的な充実を目指し ます。  

 

 

中学校の部活動は、 生徒がスポーツに親し み、 仲間と 協力し ながら 心身を成長さ せる重要な

機会と なっ ています。 少子化の進行や教員の負担軽減と いっ た課題に対応するため、 地域のス

ポーツ団体などと の協力体制のも と 、 部活動の地域連携・ 地域展開を推進し 、 持続可能な活動

体制の構築を図り ます。 また、 部活動指導員の配置により 、 生徒が安心し て継続的に活動でき

る環境を整備し 、 地域全体で学校スポーツを支える仕組みづく り を進めます。  
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スポーツに取り 組むこ ども たちが、 日頃の練習の成果を発揮する場と し て全国大会や国際大

会に出場するこ と は、 大き な意義を持っ ています。 こ う し た大会への出場を支援するため、 全

国大会選手派遣費補助金や児童生徒派遣費補助事業補助金による支援を行い、 経済的負担を軽

減し ます。 あわせて、 各種表彰制度の継続を通じ て、 努力や成果をたたえ、 さ ら なるスポーツ

活動への意欲の向上を促進し ます。  

 

 

こ ども たちにと っ て、 プロ・ ト ッ プスポーツ選手は憧れの存在であり 、 こ う し た選手と の交

流は、 スポーツへの関心や意欲を高める大き な契機と なり ます。 プロ・ ト ッ プスポーツチーム

にと っ ても 、 地域貢献や競技人口の拡大、 観戦者数の増加など、 双方にと っ て有益な取組と い

えます。 こ う し た相互の利点を生かし 、 ジュ ニアアスリ ート 育成事業の実施や、 プロ・ ト ッ プ

スポーツチームの選手と スポーツ少年団などの団体と の交流を通じ て、 指導の機会を創出し 、

次代を担う こ ども たちの育成と 地域スポーツの活性化を図り ます。  

 

 

将来を担う こ ども たちが、 自ら の考えや意見を述べる環境を整えるこ と は、 行政がスポーツ

施策を推進するにあたっ ての新たな気づきを与えてく れると と も に、こ ども の主体性の向上に

つながるも のと なり ます。 スポーツ活動やプログラ ムづく り に関するワーク ショ ッ プや意見交

換会の開催を通じ て、 こ ども たちの意見を直接聞く 機会を設けます。 また、 計画改定時のアン

ケート 調査の実施や「 こ ども オンラ イ ン意見箱」 の活用を図り 、 広く 意見を収集し ます。 こ う

し た意見をも と に、 こ ども たちの関心を把握するこ と で、 より 身近で魅力あるスポーツ施策の

推進が可能なも のになると 考えら れます。  
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本市では、30 から 40 歳代を中心に運動・ スポーツを「 行っ ていない」 割合が 40％台と 高く 、

また、 運動に取り 組まない理由と し て「 時間がない」「 き っ かけがない」 が挙げら れています。  

こ れら の課題に対応するため、 幼児期から 高齢期までラ イ フ ステージに応じ たスポーツ環境

の充実を図り ます。 また、 運動の習慣化と き っ かけづく り を促進し 、 市民の健康増進と スポー

ツ実施率向上を目指し ます。  

 

 

幼児期から 高齢期まで、 誰も がラ イ フ ステージに応じ てスポーツに親し める環境の整備を進

めます。 幼児や小学生については、 遊びや野外活動を通じ て体を動かす機会を充実さ せ、 基礎

的な体力や運動・ スポーツ能力の向上を図り ます。 また、 運動・ スポーツ実施率が特に低い 30

から 40 歳代の働く 世代や女性を中心に、 職場や地域での取組を通じ て、 スポーツに参加し や

すい機会の提供と 意識啓発を行います。 さ ら に、 高齢者が健康の維持増進や介護予防のために

継続的に運動・ スポーツができるよう 、 活動機会の充実を図り ます。 あわせて、 スポーツ情報

の発信や仲間づく り の促進により 、 友人や知人と のつながり を通じ て自然にスポーツを始めら

れる契機を創出し 、 また、 継続を促すこ と で、 誰も が身近にスポーツを楽し める環境づく り を

推進し ます。  

 
 

競技スポーツに取り 組むこ と に敷居の高さ を感じ る人にと っ ては、 まずは気軽に身体を動か

す機会を提供し 、 運動やスポーツに親し むきっ かけと するこ と が重要と 考えら れます。 生涯ス

ポーツフ ェ スティ バルの開催やラ ジオ体操の推進、 いも っ こ 体操を行う 介護予防の自主グルー

プ活動などを通じ て、 運動・ スポーツを取り 入れる習慣の定着を図り ます。 また、 健康診査な

どの機会を活用し 、 年代や生活状況に応じ た情報発信を行う こ と で、 運動やスポーツの重要性

を意識づけ、 市民一人ひと り の健康増進と スポーツ実施率の向上を目指し ます。  
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プロ・ ト ッ プスポーツ選手が市の事業や民間イ ベント に参加するこ と は、 事業やイ ベント の

魅力の向上につながると と も に、 市民の意識が変化するこ と で、 スポーツに親し むきっ かけと

なり 得ます。 選手と の交流やト ーク イ ベント の開催などを通じ て、 こ ども から 大人まで幅広い

世代がスポーツへの関心を高め、 実際の活動につながるよう 事業を展開し ます。 また、 プロ・

ト ッ プスポーツチームにと っ ても 地域貢献や競技人口の拡大、 観戦者数の増加などの効果が期

待さ れるこ と から 、 選手と 市内で行われるイベント と のマッ チングを促進し 、 双方にと っ て有

意義な交流の場を創出し ます。  
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総合型地域スポーツク ラ ブに期待するこ と と し て、「 運動やスポーツの機会の提供」 や「 地域

における交流の創出」 の割合が高く なっ ています。 また、 障害者スポーツに関心がない割合は

約 55. 8％と なっ ています。  

地域におけるスポーツ活動が積極的に行われるよう 支援するこ と で、 運動・ スポーツをする

機会を充実さ せます。 また、 武道の継承と 普及に取り 組み、 日本の伝統文化に対する理解の促

進を目指し ます。 さ ら に、 スポーツにアク セスし やすい環境の整備に取り 組むこ と で、 スポー

ツを通じ た交流の促進を目指し ます。  

 

 

少子高齢化の進展や地域のつながり の希薄化、 外国籍市民の増加など、 地域を取り 巻く 環境

の変化を踏まえ、 スポーツを通じ た地域のつながり づく り と 活性化を図り ます。 地域で開催さ

れるスポーツ・ レク リ エーショ ンイ ベント への支援を行う と と も に、 社会情勢や生活スタ イ ル

の変化に合わせて既存事業の見直し を進め、誰も が参加し やすく 楽し めるよう 地域スポーツ活

動の充実を図り ます。  

 

 

柔道・ 剣道・ 弓道・ 空手道など、 日本の伝統文化と し ての価値を有する武道については、 次

世代への継承と 振興を図るこ と が重要です。川越運動公園総合体育館や川越武道館などの既存

施設を活用し 、 地域のスポーツ団体などと 連携し ながら 、 武道の普及・ 発展に向けた取組を推

進し ます。 こ れにより 、 伝統文化の理解が促進さ れると と も に、 礼節や心身の鍛錬と いっ た武

道の精神を広く 育むこ と ができる環境の充実を目指し ます。  
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年齢や性別、 障害の有無、 国籍などにかかわら ず、 誰も がスポーツに親し める環境の整備を

推進し ます。 障害のある方については、 健康増進の観点から 、 参加し やすいスポーツ種目の普

及や体験機会の提供を進めると と も に、 障害者スポーツの競技会や大会の招致を検討し 、 共生

社会の実現に向けた理解促進を図り ます。 また、 運動・ スポーツ実施率が低い女性や 30 代から

40 代の働く 世代や子育て中の世代に配慮し 、 こ れら の人々が参加し やすい大会やイ ベント の

実施を検討し ます。 さ ら に、 外国籍市民や外国人観光客などの増加を踏まえ、 多言語対応の充

実や外国籍市民が参加可能なスポーツ団体・ 教室の紹介、 スポーツを通じ た国際交流の推進な

どに取り 組み、 多様な人々がスポーツを通じ てつながり 、 と も に楽し める地域づく り を目指し

ます。  
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本市では、地域でのスポーツに関するイ ベント に参加し たこ と がない人の割合が約 63％と な

っ ています。 また、 スポーツが地域の活性化に役立つと 思う 割合は約 80％と なっ ています。  

スポーツツーリ ズムを推進し 、 交流人口の拡大と 地域のにぎわい創出を目指し ます。 また、

プロ・ ト ッ プスポーツと の連携強化など通じ て、 シビッ ク プラ イ ド （ 地域への誇り や愛着） を

醸成すると と も に、 プロ・ ト ッ プスポーツのスポーツ観戦の機会充実を図り ます。 Ｎ Ｐ Ｏ 法人

や企業など、地域の資源を生かし た多様な主体と 連携し 、「 スポーツコ ミ ッ ショ ン」 の設立も 視

野に、 地域の活性化を推進し ます。  

 

 

本市の持つスポーツ資源と 観光資源を連携さ せ、 交流人口の拡大や地域の活性化を 図るた

め、 スポーツツーリ ズムの推進に取り 組みます。 代表的な取組である「 小江戸川越ハーフ マラ

ソ ン大会」 の開催を継続すると と も に、 プロ・ ト ッ プスポーツの試合や各種競技会・ 大会など

の招致を検討し 、 市内でのスポーツ観戦や参加を通じ たにぎわいの創出を目指し ます。 また、

こ れら の事業の企画・ 運営にあたっ ては、「 スポーツコ ミ ッ ショ ン」 による実施も 視野に入れ、

官民が連携し て取り 組む体制の構築を進めます。  

 

 

シビッ ク プラ イ ド と は、「 地域への誇り や愛着」 を意味し 、その醸成は地域活性化や定住促進

につながる重要な要素です。 本市や近隣をホームタ ウンと するプロ・ ト ッ プスポーツチームと

の連携を強化し 、 競技会や大会などの開催を通じ て、 市民の地域への愛着を高める取組を行っ

ていきます。 また、 東京 2020 オリ ンピッ ク ・ パラ リ ンピッ ク 競技大会においてゴルフ 競技の

会場と なっ たと いう 本市の強みを生かし 、 オリ ンピッ ク レガシーの継承に資するゴルフ 事業の

展開にも 取り 組みます。 さ ら に、 こ れら の取組の企画・ 運営にあたっ ては、 官民・ 官学の連携

やスポーツコ ミ ッ ショ ンによる実施も 含め、 推進体制の構築を検討し ます。  
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プロ・ ト ッ プスポーツの試合や大会を市内で開催するこ と は、 市外から 多く の人が訪れるき

っ かけと なり 、 地域のにぎわいの創出や活性化にも つながり ます。 本市では、 会場の規模や機

能面での課題を踏まえつつも 、 競技会やスポーツ大会などの誘致・ 開催を検討し 、 プロ・ ト ッ

プスポーツの観戦機会を広げていきます。また、デジタ ル技術やオンラ イ ン配信の活用により 、

自宅などから も 気軽に観戦できる環境づく り の整備を検討すると と も に、 こ ども たちがプロ・

ト ッ プスポーツに触れる機会を増やし 、 スポーツへの関心を高めていき ます。  

 

 

本市には、 Ｎ Ｐ Ｏ 法人や企業、 地域団体など、 地域のスポーツを支える多様な主体が存在し

ています。 こ れら の団体や、 地元大学と 連携を深め、 地域の特性を生かし た新たな事業の展開

や、 既存事業の充実を図っ ていきます。 また、 スポーツを通じ た地域活性化を一層推進するた

め、行政やスポーツ団体だけでなく 、企業・ 大学・ 観光関係者などが一体と なっ て取り 組む「 ス

ポーツコ ミ ッ ショ ン」 の設立についても 検討し ます。  

さ ら に、地元大学が持つスポーツ指導や研究の知見を地域に還元できる取組を検討すると と

も に、 体育会系部活動などの活躍を通じ て、 市民の誇り （ シビッ ク プラ イ ド ） の醸成にも つな

げます。 加えて、 事業運営においては、 ボラ ンティ アの活用など、 多く の市民が関わり やすい

仕組みづく り も 検討し ます。  

 

 

 

  



 

59 
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本市では、 スポーツ推進委員の認知度が低いこ と や、 スポーツに関するボラ ンティ ア活動へ

の参加が少ない状況と なっ ており 、 市民のスポーツを「 支える活動」 への参加意欲が乏し いと

いう 課題があり ます。  

地域におけるスポーツの持続的な発展には、 活動への支援や人材の育成が不可欠であるため、

地域のスポーツ 活動の中心である スポーツ 団体やスポーツ推進委員の活動を 活性化さ せる た

めの仕組みづく り に取り 組みます。 また、 適切な知識や技術を備えたスポーツ指導者の育成を

行う こ と で、 選手などが安心し てスポーツに取り 組める環境を整備し ます。  

 

 

各種スポーツ団体は、 地域におけるスポーツ活動の中心的な存在であり 、 傘下団体の調整や

交流の促進、 市主催のスポーツイ ベント ・ 教室への協力など、 重要な役割を担っ ています。 近

年は、 少子高齢化の進展や新たなスポーツの出現により 、 既存団体のあり 方が問われています

が、 地域のスポーツを支える基盤と し ての役割は今後も 変わら ず重要です。  

こ のため、 市はスポーツ団体と の連携を強化すると と も に、 団体相互や市民と のつながり づ

く り を支援し ます。 また、 効果的な補助制度の検討や、 功労者・ 優秀選手の表彰制度により 、

団体の活動意欲を高め、 地域全体のスポーツ振興につなげていき ます。  
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スポーツ推進委員は、 スポーツ基本法第 32 条に基づき、 スポーツ推進のための事業の実施

にかかる連絡調整並びに住民に対する スポーツ実技の指導その他スポーツ に関する 指導及び

助言を行う 者と し て、 市から 委嘱を受けた非常勤特別職の地方公務員です。  

市民がスポーツを実施する習慣を身につけるにあたっ て、 スポーツ推進委員の地域に密着し

た活動は、 重要な役割を果たすこ と になり ます。  

こ のため、 スポーツ推進員の指導力や技術力の向上は、 市のスポーツ施策を展開するにあた

っ て、 欠かすこ と はできません。 また、 少子高齢化の進展などの社会情勢の変化によっ て、 ス

ポーツ推進委員に期待さ れる役割は、 刻々と 変化し ています。  

市はスポーツ推進委員の活動を活性化さ せるための取組を推進し ます。  

 

 

スポーツ活動の効果を十分に発揮するためには、競技スポーツやレク リ エーショ ン活動のい

ずれにおいても 、 適切な知識と 技術を備えた指導者の存在が不可欠です。  

市では指導者を対象と し た講習会を開催し 、 指導技術や安全管理、 育成理念などに関する知

識の向上を図り ます。  

また、暴力や暴言、ハラ スメ ント などの不適切な指導の根絶を目指し ます。こ れについても 、

講習会などによっ て、 指導者への指導や啓発などを行っ ていき ます。  
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市の施設整備の方向性について、 身近な小規模スポーツ施設の整備を望んでいる割合が高い

こ と に加えて、 スポーツをし ない理由と し て「 時間がない」 こ と が挙げら れています。  

こ の課題に対応するため、「 いつでも・ どこ でも 」 日常生活の延長で運動できる環境を整えま

す。 また、 学校教育や部活動の地域連携・ 地域展開に支障のない範囲での学校体育施設の開放

や、 アーバンスポーツの普及促進を通じ 、 多様な市民ニーズに応えると と も に、 気軽にスポー

ツに取り 組める環境づく り を推進し ます。  

 

スポーツ意識調査の結果から は、「 身近な場所でスポーツができ る多目的グラ ウンド などの

整備」 を求める声が最も 多く 寄せら れています。 こ のこ と から 、 多様な世代がさ まざまな種目

に取り 組める多目的なスポーツ環境の整備が、 市民ニーズに合致し ていると いえます。  

直近では、 宮元町健康ふれあい広場の整備や、 なぐ わし 公園における多目的グラ ウンド の検

討が進めら れており 、 既存の多目的グラ ウンド と 併せて、 多様なスポーツの用途に使用できる

スポーツ環境の充実を図っ ていき ます。 また、 屋内で多様なスポーツ活動が行える体育館や軽

体育室についても 、 利用状況を踏まえながら 、 整備の検討を進めていき ます。  

 
 

スポーツと いう と 体育館や運動場などの専用施設を思い浮かべがちですが、 日常生活のなか

で気軽に身体を 動かせる環境づく り も 重要です。 誰も が身近な場所でスポーツに親し める よ

う 、 既存のスポーツ施設の有効活用に加え、 公園やオープンスペースなどを活用し たスポーツ

活動の促進を図り ます。また、歩道や自転車走行レーンの整備、公園などへの健康遊具の設置、

市域の高低差が少ないと いう 本市の特徴を生かし たウォ ーキング・ ジョ ギングコ ースの設定な

ど、 日常の延長で運動・ スポーツができる環境を整えるこ と で、「 いつでも・ どこ でも 」 スポー

ツにアク セスできるまちづく り を推進し ます。  
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本市では、 32 の小学校と 22 の中学校を有し ており 、 こ のう ち、 32 の小学校と 20 の中学校

において体育館や校庭、 柔剣道場を地域に開放するこ と で、 スポーツ施設の不足を補っ ていま

す。  

今後も 、 学校教育や部活動の地域連携・ 地域展開に支障のない範囲で、 学校体育施設の活用

を継続し 、 市民がスポーツに取り 組む環境を維持し ていく こ と が重要です。 利用者のニーズに

よっ ては、 夜間照明の維持・ 設置などにより 、 利用の拡大を図るこ と を検討し ます。 また、 教

育環境の充実や避難所機能の強化を図る目的で、体育館における空調設備の整備が進んだこ と

により 、 夏季におけるスポーツ活動の充実が図ら れた一方で、 光熱水費のコ スト の上昇と いっ

た課題も 生じ ています。 学校体育施設におけるスポーツ活用の持続的な運用を確保するため、

利用にかかる費用負担のあり 方についても 検討を進め、 より 効果的で公平な仕組みづく り を目

指し ます。  

 

 

本市では、 大東Ｂ ＭＸ ・ スケート ボード エリ アを整備し 、 若年層を中心に人気が高まっ てい

るアーバンスポーツの普及に取り 組んでいます。今後は、利用者の多様なニーズに応えるため、

セク ショ ン（ 構造物） の追加などにより 施設の充実を図ると と も に、 ３ ×３ バスケッ ト ボール

コ ート などのアーバンスポーツ施設の整備検討を進め、 さ ら なるアーバンスポーツ環境の充実

を目指し ます。 また、 こ れら の施設を活用し た大会や体験イ ベント などの「 ソ フ ト 事業」 を展

開し 、 市民がアーバンスポーツに親し む機会を増やすこ と で、 新し いスポーツ文化の定着と 交

流の促進を図り ます。  

 

 

  



 

64 

本市では、 建設から 長期間が経過し たスポーツ施設が多く 、 安全かつ快適な利用環境の確保

が喫緊の課題と なっ ています。  

こ のため、 予防保全の考え方に基づく 計画的な修繕と 適切な維持管理を徹底し 、 持続可能な

施設運営を図り ます。 また、 快適な環境でスポーツに取り 組める環境を整備すると と も に、 施

設のユニバーサルデザイ ン化を推進するこ と で、 安全・ 安心にスポーツに取り 組むこ と ができ

る環境づく り を目指し ます。  

 

 

本市の主要なスポーツ施設は、 建築から 約 70 年が経過する初雁公園野球場をはじ め、 川越

運動公園陸上競技場や総合体育館が、 供用開始から 30 年以上が経過するなど、 老朽化が進行

し ています。 こ れら の施設を安全かつ快適に利用でき るよう にするためには、 予防保全の考え

方に基づく 計画的な修繕や設備・ 機器の破損時の迅速な復旧など、 適切な維持管理が重要と な

り ます。 川越運動公園については、 今後も 長期的に活用し ていく こ と を見据え、 利用者が安全

に利用できるよう 適切な修繕や改修を行う と と も に、 陸上競技場については、 公認競技場と し

ての機能の確保を、 総合体育館及び陸上競技場については、 プロ・ ト ッ プスポーツと の連携を

考慮し た改修の検討を行う 必要があり ます。  

また、 修繕・ 維持管理に係るコ スト の増加が見込まれるこ と から 、 施設の使用料の見直し を

含めた費用負担のあり 方についても 検討し 、 持続可能な施設運営を図り ます。  
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近年、 夏季の気温上昇が著し く 、 日中におけるスポーツ活動が困難と なる状況が生じ ていま

す。 こ う し た環境の変化は、 市民の健康づく り や競技力の維持・ 向上に影響を及ぼす可能性が

あり ます。 こ のため、 早朝や夜間でも 安全かつ快適にスポーツが行えるよう 、 屋外スポーツ施

設への夜間照明の設置の検討を行う と と も に、 Ｈ Ｉ Ｄ ラ ンプ・ 蛍光ラ ンプが段階的に製造禁止

と なるこ と に伴う 既存照明のＬ Ｅ Ｄ 化を進めます。 また、 川越運動公園総合体育館への空調設

備の整備を進め、 年間を通じ て快適に利用でき る環境を整えていきます。  

なお、 こ れら の整備には一定のコ スト 増が見込まれるこ と から 、 使用料の見直し や実費徴収

など、 費用負担のあり 方についても 検討を行い、 持続可能な運営を図り ます。  

 

 

誰も が安心し てスポーツに親し める環境を整えるこ と は、 年齢や性別、 障害の有無、 国籍に

かかわら ず、 市民の健康づく り や社会参加を促進する上で重要です。 そのため、 スポーツ施設

においても ユニバーサルデザイン化を推進し 、 誰も が利用し やすい施設環境の整備を進めてい

き ます。  

新たに整備するスポーツ施設については、 その規模や目的に応じ て、 バリ アフ リ ー化や段差

の解消、 案内表示の充実など、 ユニバーサルデザイ ンの考え方を取り 入れた整備を行います。

また、 既存の施設についても 、 利用実態を把握し つつ、 大規模な改修に合わせて、 順次、 ユニ

バーサルデザイ ン化を進めていき ます。  
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本市には、 建設から 約 70 年が経過する初雁公園野球場をはじ め、 老朽化の進む大規模スポ

ーツ施設が多く 存在し ます。  

他方、都心から 30 ㎞圏域に位置し 、また、 関越道や圏央道が通り 、 JR川越線、東武東上線、

西武新宿線の３ 路線が運行さ れており 、 東京都心部や横浜方面へ乗り 換えなし でアク セスする

こ と が可能と いう 交通利便性の高さ は、 スポーツによる交流人口の拡大の可能性を秘めている

と いえます。  

こ れら を踏まえ、 既存のスポーツ施設の計画的な整備と 活用を進めると と も に、 国の交付金

などの活用や民間のノ ウハウ・ 資源を積極的に導入し 、効率的で持続可能な運営を行う こ と で、

施設の充実を図り ます。  

 

 

既存の大規模スポーツ施設を有効に活用し 、 競技会やスポーツ大会の開催を通じ て、 地域の

活性化や市民の誇り （ シビッ ク プラ イ ド ） の醸成を図り ます。 また、 スポーツに加えて、 音楽

イ ベント などの文化活動にも 施設を活用するこ と で、 多様な利用機会を創出し 、 施設運営の収

支改善にも つなげていきます。 さ ら に、 プロ・ ト ッ プスポーツと の連携を考慮し た設備の改修

を検討すると と も に、 鉄道駅から のアク セスの向上や公共交通の利便性向上や駐車場の拡充と

いっ た環境整備も 併せて検討し ます。 こ れら の整備にあたっ ては、 ネーミ ングラ イ ツ制度の導

入など、 財源確保の新たな手法も 検討し ます。  
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本市では、 建設から 約 70 年が経過する初雁公園野球場をはじ め、 川越運動公園総合体育館

や陸上競技場などの老朽化の進む大規模スポーツ施設が存在し ています。 こ れら の新設整備や

大規模な改修の検討にあたっ ては、 効率的で持続可能な運営を実現するため、 国の交付金など

の活用や民間のノ ウハウ・ 資源を積極的に活用するこ と を想定し ます。 また、 国や埼玉県のス

ポーツ施設整備の動向を踏まえ、 広域的な視点から の連携や役割分担を意識し た施設整備のあ

り 方を検討し ていきます。 さ ら に、 既存施設を含めた大規模スポーツ施設全体の方向性を整理

するため、 施設の整備・ 再編に関する基本的な方針の策定に向けた調査・ 検討を実施し ます。 
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本計画に定めた基本目標の実現に向けて、 市と それぞれの主体が連携を図り 、 体系化し た施

策・ 取組を着実に推進し ていき ます。 それぞれの主体に期待さ れる役割は、 次のと おり です。 

 

自発的にスポーツを楽し み、 年齢や性別、 障害の有無、 国籍などにかかわら ず、 誰も が自分

のペースで気軽にスポーツを継続するこ と が大切です。スポーツを「 する」だけでなく 、「 みる」

「 さ さ える」 と いう 多様な形で参画し 、 地域の仲間と つながるこ と で、 心身と も に健康で活力

ある生活を実現するこ と が求めら れます。  

 

地域スポーツ活動の中心的な存在と し て、 団体間の調整や市民と の交流促進を図り 、 市が主

催するスポーツイベント や教室へ協力するこ と が必要です。 団体の活動を活性化さ せるこ と で、

地域スポーツの振興の基盤を支える役割が期待さ れます。  

 

スポーツ推進委員は、 スポーツ基本法第 32 条に基づき、 スポーツ推進のための事業の実施

にかかる連絡調整並びに住民に対するスポーツ実技の指導その他スポーツに関する 指導及び

助言を行う 者と し て、 市から 委嘱を受けた非常勤特別職の地方公務員です。  

市民がスポーツを実施する習慣を身につけるため、 市民の地域でのスポーツ活動をサポート

する役割を担っ ています。  

 

民間のノ ウハウや活力を積極的に活用し 、 大規模スポーツ施設の整備・ 改修や効率的かつ持

続可能な運営体制の構築に貢献するこ と が大切です。 また、 Ｎ Ｐ Ｏ 法人や地域団体と と も に、

スポーツツ ーリ ズムや新たな事業展開を 通じ た地域活性化を 推進する多様な主体の一つと し

ての役割が求めら れます。  

 

行政やスポーツ団体、 企業など、 多様な主体と の連携を強化し 、 大学が持つスポーツ指導や

研究の専門的な知見を地域に還元するこ と が必要です。 さ ら に、 体育会系部活動などの活躍を

通じ て、 市民の地域への誇り （ シビッ ク プラ イ ド ） の醸成と 活力の向上に寄与するこ と が期待

さ れます。  
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市民、 特にこ ども たちへの指導機会や交流の場を創出し 、 スポーツへの関心や意欲を高める

こ と が大切です。 また、 市内で競技会や大会を開催するこ と で、 市外から の来訪者を促し 、 地

域の賑わいを創出・ 活性化すると と も に、 市民の誇り （ シビッ ク プラ イ ド ） の醸成に貢献する

こ と が期待さ れます。  

 

本計画に定めた将来像と 基本目標の実現に向けて、 市民、 スポーツ団体、 企業など、 多様な

主体と 連携を図り ながら 、 体系化さ れた施策・ 取組を着実に推進し ていく こ と が必要です。 事

務局と し て PDCAサイ ク ルを実行し 、 計画の進行状況の把握、 点検、 評価を行う こ と で、 計画の

実効性を確保し ます。  
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本計画は、 事務局であるスポーツ振興課を中心に進行管理を行います。 本計画で掲げた市民

のスポーツ推進に関する各施策については、Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ル※を実行し 、毎年、点検や評価を

行う こ と で計画の進行状況を把握し 、 実効性を確保し ます。  

さ ら に、 スポーツ基本法第 31 条に基づき 、 川越市スポーツ推進審議会条例により 設置さ れ

た「 川越市スポーツ推進審議会」 において、 本計画で示し たスポーツ推進に関する施策や取組

の進捗や評価指標について報告し 、 改善を図っ ていき ます。  

また、 庁内組織である「 川越市スポーツ施策推進庁内検討委員会」 において関係課と の連携

を図っ て、 全庁的な取組を推進し ます。  

計画の進行状況や数値目標の達成状況については、 ホームページなどを活用し て公表し てい

き ます。  
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①川越市スポーツ意識調査 

②川越市調べ 

③全国体力・ 運動能力、 運動習慣等調査 

④市民意識調査 

⑤障害福祉に関するアンケート 調査 

 

 

 

 

 

 

 


